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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第10期中間会計期間及び第10期においてはスト

ックオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。第12期中間会計期間においては中間純損失であるため、潜

在株式調整後１株当たり中間純利益金額について記載しておりません。 

５．従業員数の［ ］は、臨時従業員の半期（年間）平均雇用人員であります。 

６．当社は、平成16年５月15日付で１株につき80株の割合をもって株式分割を行っております。なお、第10期中

間会計期間及び第10期の１株当たり中間（当期）純利益金額は、期首に株式分割が行われたものとして計算

しております。 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自平成16年 
２月１日 
至平成16年 
７月31日 

自平成17年 
２月１日 
至平成17年 
７月31日 

自平成18年 
２月１日 
至平成18年 
７月31日 

自平成16年 
２月１日 
至平成17年 
１月31日 

自平成17年 
２月１日 
至平成18年 
１月31日 

売上高（千円） 16,950,159 14,135,483 12,433,845 35,790,711 29,993,846 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
1,473,049 619,449 △344,065 3,776,462 1,651,621 

中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）（千円） 
813,221 358,468 △246,077 2,010,624 862,811 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 150,000 645,550 920,550 150,000 655,550 

発行済株式総数（株） 86,400 91,700 109,300 86,400 92,340 

純資産額（千円） 6,160,199 8,571,567 9,098,562 7,357,090 9,097,181 

総資産額（千円） 13,608,890 14,800,882 13,477,586 14,598,032 14,159,294 

１株当たり純資産額（円） 71,298.60 93,474.01 83,243.93 85,151.51 98,518.31 

１株当たり中間（当期）純利

益金額又は１株当たり中間純

損失金額（△）（円） 

9,412.29 3,954.63 △2,345.02 23,271.12 9,456.71 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ 3,637.01 － － 8,083.75 

１株当たり配当額（円） － － － 4,600 3,000 

自己資本比率（％） 45.3 57.9 67.5 50.4 64.2 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△96,099 914,553 1,129,621 806,965 △548,276 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△251,196 △200,823 △987,403 △921,975 △395,160 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△423,360 826,134 250,691 △423,360 846,134 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
4,515,457 6,287,608 5,043,351 4,747,743 4,650,441 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 

1,783 

[443] 

1,692 

[510] 

1,539 

[446] 

1,679 

[469] 

1,608 

[506] 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社の異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は当中間会計期間の平均雇用人数を［ ］外数で記載しております。

(2）労働組合の状況 

 労使関係は概ね円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

  平成18年７月31日現在

従業員数（人） 1,539［446］ 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間における我が国経済は、全体として順調な企業業績と設備投資の増加によって堅調に推移したも

のの、原油高による原材料価格の高騰の影響を受ける素材産業などでは景況感が悪化するなどの懸念材料もありま

した。 

当社の主力販売チャネルである百貨店子供服売場においては、百貨店のラグジュアリー路線志向などにより、フ

ァミリー客が減少し続けており、今後も急な回復は見込めないなど、苦戦が予想されます。 

このような環境の下で当社では平成17年秋以降に投入した新商品ラインの不振を反省し、今年３月に発表した今

期の秋物商品より、デザインの見直しやサイズ別発注量の修正などを行っております。 

しかしながら、上期に店頭にて販売いたしておりましたアイテムは、昨年度の施策の下でデザイン、発注された

ものであり、顧客のニーズに十分応えることが出来ませんでした。 

 こういった厳しい状況を予想した上で、売場の改装、トータルコーディネートの提案、フェアイベントの工夫な

どを積極的に行い、売上の回復を図ってまいりましたが、十分な効果をあげることが出来ず、前年を下回る結果と

なりました。特に昨年より投入いたしました「お姉さんライン」が在庫過多となったことによるセール比率の上昇

により、粗利益率が低下したことが利益の圧迫を招きました。販売費及び一般管理費は予算内にて推移いたしまし

たが、売上の減少を吸収するには至りませんでした。 

 以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高124億33百万円(前年同期比12.0％減)、経常損失3億44百万円(前

年同期 経常利益６億19百万円)、中間純損失２億46百万円(前年同期 中間純利益３億58百万円)と前年を大きく

下回りました。 

(ジュニアブランド) 

ジュニアブランドにおいては、「お姉さんライン」の投入により、従来型のキャラクターを多用したアイテムの

生産量を制限したため、従来型アイテムの在庫不足を招き、販売機会を逸する結果となりました。 

 一方で、男児向けのブランドであるブルークロスにおいては、Ｊリーグチーム横浜Ｆマリノスとのコラボレーシ

ョンやプロ野球のヤクルトスワローズとのイベント効果などもあり好調に推移いたしております。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は69億４百万円(前年同期比12.7％減)となりました。 

(ベビー・トドラーブランド) 

当社では、昨年度において全てのトドラーブランドにおいてベビーサイズを展開いたしました。当中間会計期間

においては、新生児をターゲットとした新規顧客の囲い込みを目的に「ハイベビー」ショップの展開を開始いたし

ました。 

 「ハイベビー」は当社ベビーブランドを集合させたショップ展開の形態であり、ベビー服ショップをセレクトシ

ョップのように展開することで、ショップコンセプトを明確にし、訴求力を高めることを目的としています。 

 また、ベビー専門ショップを展開することによって、出産した顧客、出産祝いを探している顧客に対し判りやす

く、選びやすい販売提案を行い、新規顧客を獲得してまいります。 

 ポンポネットにおいては男児向けの「ポンポネットギャルソン」を新たに発表いたしました。従来のアメカジや

スポーツ、ストリートカジュアルとは一線を画した、洗練されたお洒落な男児服に対するニーズの高まりを受けて

ポンポネットのもつ「高級感と品の良さ」を継承しながら男の子らしいカッコ良さと清潔感を打ち出したフレンチ

テイストのカジュアルブランドとして、スポーツよりもお洒落に興味をもった男の子をターゲットにしています。

 これらの施策を実施してまいりましたが、本格的な稼動は来期以降となるため、当中間会計期間への影響は軽微

なものとなりました。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は49億13百万円(前年同期比10.4％減)となりました。 

(ロイヤリティ収入) 

当社は「子供たちのトータルライフをプロデュース」することを目的とし、異業種とのコラボレーションを進

めており、それぞれの分野のリーディングカンパニーを中心にお子様の生活全般に関わる商品を提供いたしてお

ります。当中間会計期間におきましては、新規に株式会社桐灰化学との提携を行いました。 

当中間会計期間のロイヤリティ収入は２億円(前年同期比25.3％増)となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ12億44

百万円減少し、50億43百万円となりました。 

    当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、11億29百万円(前年同期は9億14百万円の収入)となり

ました。 

    これは主に、税引前中間純損失５億15百万円、仕入債務の減少５億21百万円の支出があったものの、法人税等の

還付２億84百万円、売上債権の減少13億66百万円等があったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は、９億87百万円(前年同期は２億円の支出)となりまし

た。 

    これは主に、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産取得による支出３億３百万円、長期性預金５億円

の預入による支出があったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における財務活動の結果得られた資金は、２億50百万円(前年同期は８億26百万円の収入)となり

ました。 

    これは、配当金の支払が２億74百万円あったものの株式の発行による収入が５億25百万円あったことによるもの

であります。 



２【生産、仕入及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）仕入実績 

 当中間会計期間における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．その他の主な内容は、コラボレーション企業からの商品販売手数料収入等であります。 

事業 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

生産高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド － － 

ベビー・トドラーブランド 38,764 46.3 

ヤングレディスブランド 56,835 113.6 

合計 95,599 71.5 

事業 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 2,861,568 86.2 

ベビー・トドラーブランド 2,123,771 86.1 

ヤングレディスブランド 192,619 69.7 

合計 5,177,958 85.4 

事業 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 6,904,412 87.3 

ベビー・トドラーブランド 4,913,770 89.6 

ヤングレディスブランド 355,282 71.0 

ロイヤリティ収入 200,629 125.3 

その他 59,750 75.3 

合計 12,433,845 88.0 



４．当中間会計期間における販売実績をブランド別に示すと、次のとおりであります。 

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、事業及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たな事項はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

   当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  ブランド 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニア 

ブランド 

ANGEL BLUE 1,689,371 79.9 

mezzo piano junior 1,338,889 83.1 

pom ponette junior 1,021,460 91.1 

DAISY LOVERS 1,245,817 93.1 

BLUE CROSS girls 662,925 89.4 

BLUE CROSS 945,947 96.0 

小  計 6,904,412 87.3 

ベビー・ 

トドラー 

ブランド 

MINI-K 791,106 66.6 

mezzo piano 2,511,012 88.5 

pom ponette 832,340 106.9 

DAISY LOVERS Paradise kids 428,590 101.4 

ANGEL BLUE kids 350,720 137.0 

小  計 4,913,770 89.6 

ヤング 

レディス 

ブランド 

jusqua 354,882 88.4 

Pink Papillon 399 0.4 

小  計 355,282 71.0 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間中の主要な設備の異動は、次のとおりであります。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前事業年度末に計画した重要な設備の新設、拡充、改修のうち、当中間会計期間において重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 区分 

帳簿価額 

建物及び附属設
備（千円） 

器具備品及び運
搬具（千円） 

合計（千円） 

百貨店 

(全国) 
売場設備 

取得 204,029 － 204,029 

除却 △46,756 － △46,756 

合計 
取得 

除却 

204,029 

△46,756 

－ 

－ 

204,029 

△46,756 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

① 平成16年12月15日臨時株主総会決議 

（注）１ 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算定により行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

前記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 320,000 

計 320,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年７月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年10月27日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 109,300 109,300 ジャスダック証券取引所 （注） 

計 109,300 109,300 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年９月30日） 

新株予約権の数（個） 860  851  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  860 851  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 215,000,000 212,750,000 

新株予約権の行使期間 
平成18年12月16日から 

平成26年12月15日まで 

平成18年12月16日から 

平成26年12月15日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   250,000 

資本組入額  125,000 

発行価格   250,000 

資本組入額  125,000 

新株予約権の行使の条件 （注３） （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） （注４） 

代用払込みに関する事項  －   － 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



２ 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額に付与株式数を乗じた額とする。また、株式１株当たりの払込金額は、株式公開時の発行価

格とする。 

３ 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の行使時に、新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）が、当社ならびに当社の

子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任

期満了による退任、定年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除

く。）はこの限りでない。 

② ①にかかわらず、対象者が行使期間開始日後に死亡した場合、対象者の相続人は、新株予約権を行使する

ことができる。 

４ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を受けなければならない。 



② 平成17年４月27日定時株主総会決議 

（注）１ 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場合を除

く）、次の算定により行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

前記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。 

２ 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額に付与株式数を乗じた額とする。また、株式１株当たりの払込金額は、株式公開時の発行価

格とする。 

３ 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の行使時に、新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）が、当社ならびに当社の

子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任

期満了による退任、定年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除

く。）はこの限りでない。 

② ①にかかわらず、対象者が行使期間開始日後に死亡した場合、対象者の相続人は、新株予約権を行使する

ことができる。 

③ 対象者は、当社普通株式が株式会社ジャスダック証券取引所に上場された後に株価が新株予約権の行使に

際して払込みをすべき１株当たりの金額を10％以上上回っている場合に限り当社に対して権利行使の申込

を行うことができるものとすること。 

４ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を受けなければならない。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年９月30日） 

新株予約権の数（個）  ５ ５  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  ５ ５ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,350,610 1,350,610 

新株予約権の行使期間 
平成19年４月28日から 

平成27年４月27日まで 

平成19年４月28日から 

平成27年４月27日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   270,122 

資本組入額  135,061 

発行価格   270,122 

資本組入額  135,061 

新株予約権の行使の条件 （注３） （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） （注４） 

代用払込みに関する事項  －  －  

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
1 

分割または併合の比率



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 新株予約権の行使による増加であります。 

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年２月１日～

平成18年７月31日 

(注) 

16,960 109,300 265,000 920,550 265,000 1,124,950 

  平成18年７月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

成宮 雄三 東京都世田谷区 27,200 24.89 

成宮 一雄 東京都目黒区 13,145 12.03 

成宮 正雄 東京都世田谷区 5,070 4.64 

成宮 道雄 東京都世田谷区 5,070 4.64 

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口) 

取締役社長 伊戸 冨士雄  

東京都中央区晴海1-8-11 5,067 4.64 

成宮 房子 東京都世田谷区  4,000 3.66 

ノルディア バンク デン

マーク エーエス コレク

ティブ クライアント ア

カウント (常任代理人 ス

タンダードチャータード銀

行)  

SECURITIES OPERATIONS,HH P.O.BOX 850 DK-

0900 COPENHAGEN C. (東京都千代田区永田町

2-11-1) 

1,946 1.78 

資産管理サービス信託銀行

株式会社(証券投資信託口)

代表取締役 小寺 正之  

東京都中央区晴海1-8-12  1,842 1.69 

ザ チェース マンハッタ

ン 

バンク エヌ エイ ロン

ドン（常任代理人 株式会

社みずほコーポレート銀

行） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2

P 2HD,ENGLAND（東京都中央区日本橋兜町6-

7） 

1,653 1.51 

野村信託銀行株式会社(投信

口)執行役社長 園部 真  
東京都千代田区大手町2-2-2  1,401 1.28 

計 － 66,394 60.74 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）退任役員 

(2）役職の異動 

  平成18年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式      109,300 109,300 （注） 

端株 － － － 

発行済株式総数 109,300 － － 

総株主の議決権 － 109,300 － 

  平成18年７月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高（円） 282,000 257,000 254,000 236,000 182,000 119,000 

最低（円） 250,000 221,000 224,000 179,000 99,500 75,200 

役名 職名 氏名 退任年月日 

 取締役 大阪支店長兼広島支店管掌  岩谷 圭介 平成18年８月31日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

 取締役 
新規事業開発

室長  
 取締役 

生産管理部長兼新規事業開発

室長  
 西浦 宣和 平成18年９月１日 

 取締役 大阪支店長   取締役 大阪支店営業統括部長   福永 博之 平成18年９月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中

間会計期間（平成18年２月１日から平成18年７月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年２月１日から平成18年７月31日まで）の中間財務諸表については、みすず監査法

人（平成18年９月１日付で中央青山監査法人より名称変更）により中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は、子会社を有していないため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大

蔵省令第24号）による中間連結財務諸表は作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年７月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   6,287,608   5,043,351 4,650,441   

２．受取手形 ※２ 52,977   72,257 52,024   

３．売掛金   4,022,180   3,242,617 4,601,913   

４．たな卸資産   1,880,334   1,728,927 2,011,651   

５．繰延税金資産   116,226   256,251 75,546   

６. 未収法人税等   －   － 154,729   

７．その他   76,087   188,143 240,035   

貸倒引当金   △15,389   △9,614 △13,500   

流動資産合計     12,420,023 83.9 10,521,935 78.1   11,772,841 83.1

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※１ 550,828   482,331 605,429   

(2）車両運搬具 ※１ 5,641   3,008 4,803   

(3）工具、器具及
び備品 

※１ 44,462   46,837 48,187   

(4）土地   298,940   298,940 298,940   

計   899,872   6.1 831,117 6.1 957,360   6.8

２．無形固定資産   50,417   0.3 50,481 0.4 47,416   0.3

３．投資その他の資
産 

          

(1）投資有価証券   35,916   29,952 38,659   

(2）繰延税金資産   73,328   96,743 69,382   

(3）差入保証金   892,159   996,563 880,416   

(4) 長期性預金   －   500,000 －   

(5）その他   462,309   462,736 425,721   

貸倒引当金   △33,145   △11,943 △32,504   

計   1,430,569   9.7 2,074,052 15.4 1,381,675   9.8

固定資産合計     2,380,859 16.1 2,955,651 21.9   2,386,452 16.9

資産合計     14,800,882 100.0 13,477,586 100.0   14,159,294 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※２ 2,644,303   422,642 1,080,046   

２．買掛金   1,619,852   2,491,032 2,354,945   

３．未払法人税等   241,192   67,479 －   

４．未払消費税等   67,566   27,738 －   

５．賞与引当金   110,860   101,193 102,343   

６．返品調整引当金   30,809   21,263 30,065   

７．設備支払手形 ※２ 183,965   226,514 348,879   

８．その他   1,126,546   851,325 961,629   

流動負債合計     6,025,097 40.7 4,209,189 31.2   4,877,910 34.5

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金   183,964   149,575 163,947   

２．その他   20,252   20,258 20,255   

固定負債合計     204,217 1.4 169,834 1.3   184,203 1.3

負債合計     6,229,314 42.1 4,379,024 32.5   5,062,113 35.8

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     645,550 4.4 － －   655,550 4.6

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   849,950   － 859,950   

資本剰余金合計     849,950 5.7 － －   859,950 6.1

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   12,500   － 12,500   

２．任意積立金   6,000,000   － 6,000,000   

３．中間（当期）未
処分利益 

  1,055,307   － 1,559,650   

利益剰余金合計     7,067,807 47.8 － －   7,572,150 53.5

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    8,260 0.0 － －   9,530 0.0

資本合計     8,571,567 57.9 － －   9,097,181 64.2

負債資本合計     14,800,882 100.0 － －   14,159,294 100.0 

            



  
前中間会計期間末 

（平成17年７月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  920,550 6.8  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   1,124,950   －   

資本剰余金合計    － －  1,124,950 8.4  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   12,500   －   

(2）その他利益剰余金               

任意積立金   －   7,000,000   －   

繰越利益剰余金   －   36,552   －   

利益剰余金合計    － －  7,049,052 52.3  － － 

株主資本合計    － －  9,094,552 67.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評価差
額金 

   － －  4,009 0.0  － － 

評価・換算差額等合計    － －  4,009 0.0  － － 

純資産合計    － －  9,098,562 67.5  － － 

負債純資産合計    － －  13,477,586 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     14,135,483 100.0 12,433,845 100.0   29,993,846 100.0 

Ⅱ 売上原価     6,019,706 42.6 5,517,217 44.4   13,043,946 43.5

売上総利益     8,115,777 57.4 6,916,627 55.6   16,949,899 56.5

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

*１   7,581,813 53.6 7,364,927 59.2   15,507,797 51.7

営業利益又は営
業損失(△) 

    533,963 3.8 △448,300 △3.6   1,442,102 4.8

Ⅳ 営業外収益 *２   116,384 0.8 109,118 0.8   245,413 0.8

Ⅴ 営業外費用 *３   30,898 0.2 4,883 0.0   35,893 0.1

経常利益又は経
常損失(△) 

    619,449 4.4 △344,065 △2.8   1,651,621 5.5

Ⅵ 特別利益     541 0.0 7,068 0.1   － －

Ⅶ 特別損失 *4,5   11,544 0.1 178,313 1.4   99,622 0.3

税引前中間(当
期)純利益(△純
損失) 

    608,446 4.3 △515,310 △4.1   1,551,999 5.2

法人税、住民税
及び事業税 

  149,408   8,707 544,864   

法人税等調整額    100,569   △204,278 144,322   

未払法人税等取
崩額 

  － 249,978 1.8 △73,661 △269,232 △2.1 － 689,187 2.3

中間(当期)純利
益(△純損失) 

    358,468 2.5 △246,077 △2.0   862,811 2.9

前期繰越利益     696,838 －   696,838 

中間(当期)未処
分利益 

    1,055,307 －   1,559,650 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年２月１日 至平成18年７月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 任意積立

金 
繰越利益剰
余金 

平成18年１月31日 残高 

（千円） 
655,550 859,950 859,950 12,500 6,000,000 1,559,650 7,572,150 9,087,650 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 265,000 265,000 265,000         530,000 

任意積立金の積立         1,000,000 △1,000,000 － － 

剰余金の配当           △277,020 △277,020 △277,020 

中間純損失           △246,077 △246,077 △246,077 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

                

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
265,000 265,000 265,000 － 1,000,000 △1,523,097 △523,097 6,902 

平成18年７月31日 残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 7,000,000 36,552 7,049,052 9,094,552 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年１月31日 残高 

（千円） 
9,530 9,530 9,097,181 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     530,000 

剰余金の配当     △277,020 

中間純損失     △246,077 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△5,520 △5,520 △5,520 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△5,520 △5,520 1,381 

平成18年７月31日 残高 

（千円） 
4,009 4,009 9,098,562 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日）

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間(当期)純利益(△純損失)   608,446 △515,310 1,551,999

減価償却費   178,461 167,983 427,575

減損損失   － 131,194 －

退職給付引当金の減少額   △2,350 △14,371 △22,367

貸倒引当金の増加額(△減少額）   1,955 △24,447 △574

賞与引当金の減少額   △45,199 △1,150 △53,716

返品調整引当金の増加額(△減少額)   7,638 △8,801 6,894

受取利息及び受取配当金   △433 △276 △795

有形固定資産除却損   11,544 46,818 69,905

有形固定資産売却損   － 300 －

売上債権の減少額   1,212,595 1,366,435 621,901

たな卸資産の減少額(△増加額）   △39,377 282,723 △171,113

仕入債務の減少額   △186,910 △521,317 △1,016,074

その他流動資産の減少額(△増加額）   79,514 14,838 △28,867

その他流動負債の減少額   △350,492 △84,194 △526,042

その他   21,932 4,543 21,935

小計   1,497,326 844,972 880,659

利息及び配当金の受取額   433 276 795

法人税等の支払・還付額   △583,205 284,372 △1,429,731

営業活動によるキャッシュ・フロー   914,553 1,129,621 △548,276

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

長期性預金の預入による支出   － △500,000 －

貸付金の回収による収入   2,789 2,983 5,663

有形固定資産の取得による支出   △182,420 △303,664 △416,700

有形固定資産の売却による収入   － 1,099 －

無形固定資産の取得による支出   － △10,366 △4,963

差入保証金の差入による支出   △7,866 △133,739 △99,727

差入保証金の返還による収入   46,345 15,957 149,950

保険積立金の積立による支出   △59,071 △59,071 △118,142

保険積立金の解約による収入   － － 89,962

その他   △601 △601 △1,202

投資活動によるキャッシュ・フロー   △200,823 △987,403 △395,160

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入   1,223,574 525,456 1,243,574

配当金の支払額   △397,440 △274,764 △397,440

財務活動によるキャッシュ・フロー   826,134 250,691 846,134

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額）   1,539,864 392,910 △97,302

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   4,747,743 4,650,441 4,747,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   6,287,608 5,043,351 4,650,441

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

  

  

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法により評価

しております（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）。 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法により評価

しております（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）。 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法により評価して

おります（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）。 

  

  

  

  

(2）たな卸資産 

① 商品・製品 

個別法による原価法 

 ただし、季越の商品で著

しく価額が低下し回復する

見込みがないものについて

は、同種商品の過去の販売

実績に照らし評価減を行い

中間期末たな卸高を評価替

え後の金額により計上して

おります。 

(2）たな卸資産 

① 商品・製品 

同左 

  

(2）たな卸資産 

① 商品・製品 

個別法による原価法 

ただし、季越の商品で著

しく価額が低下し回復する

見込みがないものについて

は、同種商品の過去の販売

実績に照らし評価減を行い

期末たな卸高を評価替え後

の金額により計上しており

ます。 

当該評価減の金額は 

 297,419千円であります。 

  

  

② 原材料 

個別法による原価法 

② 原材料 

同左 

② 原材料 

同左 

  

  

③ 仕掛品 

個別法による原価法 

③ 仕掛品 

同左 

③ 仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物付属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に備え

るため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  

  

(3）返品調整引当金 

 将来予想される売上返品に備

えるため、過去の返品率等を勘

案し、当該返品に伴う売上総利

益相当額を計上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

(3）返品調整引当金 

同左 

  

  

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定年数（３年）

による定額法により按分した額

を翌期から処理することとして

おります。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。また、数

理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定年数（３年）による定額

法により按分した額を翌期から

処理することとしております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。なお、仮

払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上流動負債に「未払消費税

等」として表示しております。 

同左  消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より「固定資産の減損に係る

会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日)を適用しており

ます。これにより減損損失131,194千円を特別

損失として計上しております。 

なお、減損損失累計額については、各資産の

金額から直接控除しております。  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 

  

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準) 

 当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日)を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、

9,098,562千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

───── 

  

  



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第９号)が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」(平成16年

２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が25,602千

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が25,602千円減少しております。 

───── 

  

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第９号)が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が55,146千

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が55,146千円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度末 
（平成18年１月31日） 

＊１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,361,758千円 

＊１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,423,413千円 

＊１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,419,685千円 

＊２ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお当中間期末日が金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。 

＊２     ───── 

  

＊２     ───── 

  

受取手形 9,226千円

支払手形 490,939千円

設備支払手形 50,360千円

    

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 

有形固定資産 173,323千円

無形固定資産 5,138千円

有形固定資産 160,681千円

無形固定資産 7,302千円

有形固定資産 415,666千円

無形固定資産 11,908千円

＊２ 営業外収益の主要項目 ＊２ 営業外収益の主要項目 ＊２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 433千円

仕入割引 97,800千円

受取利息 276千円

仕入割引 86,550千円

受取利息 795千円

仕入割引 217,303千円

＊３ 営業外費用の主要項目 ＊３ 営業外費用の主要項目 ＊３ 営業外費用の主要項目 

新株発行費用 21,925千円

株式公開費用 8,841千円

新株発行費用 4,543千円

   

新株発行費用 21,925千円

株式公開費用 8,841千円

＊４ 特別損失の主要項目 ＊４ 特別損失の主要項目 ＊４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 11,544千円

   

固定資産除却損 46,818千円

減損損失 131,194千円

固定資産除却損 69,905千円

賃借契約解約違約金 29,716千円

 



前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

＊５  

───── 

  

＊５ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下の資産

について減損損失を計上しております。 

  

＊５  

───── 

  

 

  

 (グルーピングの方法) 

 当社は売場内装設備については、ブランド別

にグルーピングしております。また社宅等は

共用資産とし、その他賃貸用不動産について

は個別物件単位でグルーピングしておりま

す。 

  

 (経緯) 

 減損損失を計上した資産グループは、割引前

将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満

たないため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額しております。 

  

 (回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は使用価値により測定しており

ます。上記資産グループについては、今後も

損失が予想されるため、帳簿価額全額を減損

損失に計上しました。 

  

用途 種類 地域 金額 

       (千円)

 売場内装

 設備 

 建物付属

 設備 
 東京地区 84,054 

 売場内装

 設備 

 建物付属

 設備 
 大阪地区 31,003 

 売場内装

 設備 

 建物付属

 設備 
 広島地区 3,521 

 売場内装

 設備 

 建物付属

 設備 
 福岡地区 12,615 

   計   131,194 

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日)  

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)発行済株式の増加16,960株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。  

 ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 ３.配当に関する事項 

 (１)配当金支払額 

 (２)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

 該当事項はありません。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 92,340 16,960 － 109,300 

合計 92,340 16,960 － 109,300 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年４月27日 

定時株主総会 
普通株式 277,020 3,000 平成18年１月31日 平成18年４月28日 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係（平成17年７月31日現在） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係（平成18年７月31日現在） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係（平

成18年１月31日現在） 

現金及び預金勘定 6,287,608千円

現金及び預金同等物 6,287,608千円

現金及び預金勘定 5,043,351千円

現金及び預金同等物 5,043,351千円

現金及び預金勘定 4,650,441千円

現金及び預金同等物 4,650,441千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

①車両運搬具 ①車両運搬具 ①車両運搬具 

取得価額相当額 4,858千円

減価償却累計額相当額 3,232千円

中間期末残高相当額 1,625千円

取得価額相当額 10,873千円

減価償却累計額相当額 4,914千円

中間期末残高相当額 5,959千円

取得価額相当額 4,858千円

減価償却累計額相当額 3,839千円

期末残高相当額 1,018千円

②工具、器具及び備品 ②工具、器具及び備品 ②工具、器具及び備品 

取得価額相当額 163,346千円

減価償却累計額相当額 60,326千円

中間期末残高相当額 103,019千円

取得価額相当額 423,725千円

減価償却累計額相当額 107,766千円

中間期末残高相当額 315,959千円

取得価額相当額 417,766千円

減価償却累計額相当額 73,902千円

期末残高相当額 343,864千円

③ソフトウエア ③ソフトウエア ③ソフトウエア 

取得価額相当額 50,701千円

減価償却累計額相当額 18,858千円

中間期末残高相当額 31,842千円

取得価額相当額 48,801千円

減価償却累計額相当額 26,660千円

中間期末残高相当額 22,140千円

取得価額相当額 50,701千円

減価償却累計額相当額 23,801千円

期末残高相当額 26,899千円

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額 

    未経過リース料中間期末残高相当額   

１年内 43,766千円

１年超 96,052千円

合計 139,819千円

１年内 87,399千円

１年超 249,187千円

合計 336,587千円

１年内 88,569千円

１年超 287,142千円

合計 375,711千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 25,201千円

減価償却費相当額 20,997千円

支払利息相当額 1,850千円

支払リース料 51,910千円

減価償却費相当額 47,901千円

支払利息相当額 5,632千円

支払リース料 61,872千円

減価償却費相当額 49,490千円

支払利息相当額 4,612千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

       同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。 

(5）利息相当額の算定方法 

       同左 

(5）利息相当額の算定方法 

       同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．     ───── 

  

２．     ───── 

  

１年内 2,597千円

１年超 928千円

合計 3,525千円

  

  

  

 (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

  

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年７月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年７月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成18年１月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 21,989 35,916 13,926 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

計 21,989 35,916 13,926 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 23,191 29,952 6,760 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

計 23,191 29,952 6,760 

区分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 22,589 38,659 16,069 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

計 22,589 38,659 16,069 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年７月31日現在） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年７月31日現在） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（平成18年１月31日現在） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

   （ストック・オプション等関係） 

    当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

     該当事項はありません。 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１株当たり純資産額 93,474円01銭

１株当たり中間純利益

金額 
3,954円63銭

１株当たり純資産額 83,243円93銭

１株当たり中間純損失

金額 

2,345円02銭

  

１株当たり純資産額 98,518円31銭

１株当たり当期純利益

金額 
9,456円71銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
3,637円01銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
8,083円75銭

  
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日)

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額又は１

株当たり中間純損失金額（△） 
      

中間(当期)純利益又は中間純損失

（△）（千円） 
358,468 △246,077 862,811 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益又

は中間純損失（△） (千円) 
358,468 △246,077 862,811 

期中平均株式数（株） 90,645 104,936 91,238 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益金額 
      

中間(当期)純利益調整額 (千円)      －      －      － 

普通株式増加数 7,916株      － 15,496株 

（うち新株予約権） （7,916株） （－） （15,496株） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

     － 新株予約権２種類 

(新株予約権の数959個) 

この詳細は、「新株予

約権等の状況」に記載

のとおりです。 

新株予約権１種類 

(新株予約権の数５個) 

 この詳細は、「新株予

約権等の状況」に記載

のとおりです。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

───── ─────  １.新株予約権の行使による増資 

 ①平成18年２月２日付での第２回新

株予約権の行使により、株式数等が以

下のとおり増加致しました。 

  

  

 ②平成18年３月10日付での第２回新

株予約権の行使により、株式数等が以

下のとおり増加致しました。 

  

  

 ③平成18年３月17日付での第１回新

株予約権の行使により、株式数等が以

下のとおり増加致しました。 

  

  

 ④平成18年３月23日付での第１回及

び第２回新株予約権の行使により、株

式数等が以下のとおり増加致しまし

た。 

  

  

 これにより、３月23日現在の発行済

株式の総数は109,300株、資本金は

920,550千円、資本準備金は1,124,950

千円となっております。 

  

 株式数： 普通株式320株 

 資本金： 5,000千円  

 資本準備金： 5,000千円  

 株式数： 普通株式320株 

 資本金： 5,000千円  

 資本準備金： 5,000千円  

 株式数： 普通株式6,400株 

 資本金： 100,000千円  

 資本準備金： 100,000千円  

 株式数： 普通株式9,920株 

 資本金： 155,000千円  

 資本準備金： 155,000千円  



前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

───── ─────  ２.新株予約権(ストックオプショ

ン)の発行について 

 平成18年４月27日開催の定時株主総

会において当社の取締役・監査役及

び従業員に対して、商法第280条ノ20

および第280条ノ21に基づき新株予約

権(ストックオプション)の発行を決

議しております。 

 (１)発行する株式の種類および対象

株式数 

  普通株式1,000株を上限とする。 

  

 (２)新株予約権の行使時の払込金額 

 払込金額は、発行日の属する月の前

月各日(取引が成立しない日を除く)

における株式会社ジャスダック証券

取引所が公表する当社普通株式の最

終価格の平均値に1.10を乗じた金額

(１円未満の端数は切り上げる)、又

は発行日の最終価格(取引が成立しな

い場合はそれに先立つ直近日の最終

価格)のいずれか高い金額とする。 

  

 (３)新株予約権の行使期間 

平成20年４月28日から平成28年４月

27日までの間で取締役会が定める期

間。  

  



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第11期）（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日）平成18年４月28日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１０月１３日

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナルミヤ・

インターナショナルの平成１７年２月１日から平成１８年１月３１日までの第１１期事業年度の中間会計期間（平成１７年２月１日

から平成１７年７月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ナルミヤ・インターナショナルの平成１７年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年２

月１日から平成１７年７月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 湯 浅 信 好 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 田 征 仁 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１０月２０日

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナルミヤ・

インターナショナルの平成１８年２月１日から平成１９年１月３１日までの第１２期事業年度の中間会計期間（平成１８年２月１日

から平成１８年７月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及

び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ナルミヤ・インターナショナルの平成１８年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年２

月１日から平成１８年７月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準及び同適用指針を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 湯 浅 信 好 

    

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 田 征 仁 
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